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 国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 特 定 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 等 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 
国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員

就業規則 

（平成１８年達示第２１号） 

 （前 略） 

（準用） 

第２４条 第６条の２、第１９条の２及び第２０条

の規定は、特定職員に準用する。この場合におい

て、就業規則第４６条第３項の規定により特定職

員に準用する国立大学法人京都大学教職員の育

児・介護休業等に関する規程（平成１６年達示第８

４号。以下「育児・介護規程」という。）の適用に

ついては、「教職員」とあるのは「特定職員」と読

み替えるほか、別表第２の左欄に掲げる育児・介護

規程の条の規定は、同表右欄のとおりとする。 

２      

３      

４ 第１項の規定にかかわらず、短時間勤務特定職

員に係る就業規則第４０条の規定により特定職員

に準用する勤務時間等規程の適用については、別

表第３の左欄に掲げる条の規定は、同表右欄のと

おりとする。 

（中 略） 

（年度一時金） 
第３１条  
２ 
３ 
４ 第２項第１号の勤続期間の計算においては、就

業規則第１５条の規定による休職（業務上の傷病

又は通勤による傷病による休職を除く。）の期間、

同規則第４８条第３号の規定による停職の期間又

は育児・介護規程により育児休業をした期間があ

ったときは、それらの期間を勤続期間から除くも

のとする。 
５     （略） 
 （中 略） 

別表第２（第２４条第１項関係） 
育児・介
護規程の
規定 

適用する規定 

第４条 第４条 前条第１項の規定にかか
わらず、大学は、育児・介護休業
法第６条第１項ただし書の規定
による労使協定がある場合は、次
の各号の一に該当する特定職員
からの申出は、これを拒むことが
できる。 
(1) 育児休業申出があった日か
ら起算して１年以内に退職す
ることが明らかな特定職員 

(2) １週間の所定勤務日数が２
日以下の特定職員 

 

 
 
 

 

（準用） 

第２４条  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

３ 

４  

 

 

 

 

 

（年度一時金） 

第３１条  

２ 

３ 

４ 第２項第１号の勤続期間の計算においては、就

業規則第１５条の規定による休職（業務上の傷病

又は通勤による傷病による休職を除く。）の期間、

同規則第４８条第３号の規定による停職の期間又

は育児・介護規程により育児休業及び出生時育児

休業をした期間があったときは、それらの期間を

勤続期間から除くものとする。 

５     （同 左） 

 

別表第２（第２４条第１項関係） 
育児・介
護規程の
規定 

適用する規定 

第４条 第４条 （同 左） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 前項の規定は特定職員から出

（略） （同 左） 

（同 左） 

（略） 
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別表第３（第２４条第４項関係） 
勤務時間等
規程の規定 

適用する規定 

  
 

第２７条 第２７条 短時間勤務特定職員
が、次の各号の一に該当する場
合（第１０号及び第１１号に掲
げる場合にあっては、１週間の
勤務日の日数が２日を超える
者に限る。ただし、これらの休
暇を取得できる短時間勤務特
定職員の制限については、育児
休業、介護休業等育児又は家族
介護を行う労働者の福祉に関
する法律（平成３年法律第７６
号）第１６条の３第２項又は第
１６条の６第２項の規定にお
いて準用する第６条第１項た
だし書による労使協定がある
場合に限る。）には、特別休暇
を与えることがある。 

(1)～(8) （略） 

(9) 短時間勤務特定職員の妻

が出産する場合であってそ

の出産予定日の６週間（多胎

妊娠の場合にあっては、１４

週間）前の日から当該出産の

日後８週間を経過する日ま

での期間にある場合におい

て、当該出産に係る子又は小

学校就学の始期に達するま

での子（妻の子を含む。）を

養育する短時間勤務特定職

員が、これらの子の養育のた

生時育児休業の申出があった場.
合について準用する。この場合に
おいて「前条第１項」とあるのは
「前条第２項」と、「育児・介護
休業法第６条第１項ただし書」と
あるのは「育児・介護休業法第９
条の３第２項により準用する同
法第６条第１項ただし書」と、「１
年」とあるのは「８週間」と読み
替えるものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、大学
は、特定職員からその養育する子
について出生時育児休業申出が
なされた後に、当該出生時育児休
業申出をした日に養育していた
子についての当該特定職員から
の新たな出生時育児休業申出は、
これを拒むことができる。 

  
 

別表第３（第２４条第４項関係） 
勤務時間等
規程の規定 

適用する規定 

  
 

第２７条 第２７条 （同 左） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)～(8) （同 左） 

(9) 短時間勤務特定職員の妻

が出産する場合であってそ

の出産予定日の６週間（多胎

妊娠の場合にあっては、１４

週間）前の日から当該出産の

日後１年間を経過する日ま

での期間にある場合におい

て、当該出産に係る子又は小

学校就学の始期に達するま

での子（妻の子を含む。）を

養育する短時間勤務特定職

員が、これらの子の養育のた

（略） （同 左） 

（略） （同 左） 
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め勤務しないことが相当で

あると認められるとき 当

該期間内における５日の範

囲内の期間 
(10)～(19) （略） 

  
 

 
 
 
 

国立大学法人京都大学支援職員就業規則 

（令和４年達示第３号） 

 （前 略） 

（賞与） 
第１２条  
２ 
３ 前２項の規定により賞与の支給を受ける支援職

員は、同項に規定するそれぞれの基準日において、

次に掲げる者以外の支援職員とする。 
 (1)～(3) （略） 

(4) 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休

業等に関する規程（平成１６年達示第８４号。以

下「育児・介護規程」という。）第３条の規定に

よる育児休業をしている支援職員（基準日以前

６月の期間において勤務した期間がある者を除

く。） 
 
 (5)・(6)  

４・５  

 （中 略） 
（勤務時間、休日及び休暇等） 

第１５条 （略） 
２ 前項ただし書きの規定にかかわらず、短時間勤

務支援職員のうち、大学が特に認めた場合におけ

る当該者（以下「特定短時間勤務支援職員」とい

う。）に係る勤務時間等規程の適用については、別

表第３の左欄に掲げる条の規定は、同表右欄のと

おりとする。 
 （中 略） 
 （育児・介護休業等） 
第１７条 支援職員の育児・介護休業等に関し必要

な事項は、育児・介護規程を準用する（第１２条第

２項から第１４条まで及び第３９条を除く。）。こ

の場合において、「教職員」とあるのは「支援職員」

と読み替えるほか、別表第４の左欄に掲げる育児・

介護規程の条の規定は、同表右欄のとおりとする。 
２ 育児休業をしていた支援職員が職務に復帰した

場合には、初任給、昇格、昇給等の基準第１４条の

規定によりその者の号俸を調整することができ

る。 

め勤務しないことが相当で

あると認められるとき 当

該期間内における５日の範

囲内の期間 
(10)～(19) （同 左） 

  
 

 
   附 則（令和４年達示第７８号） 
 この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 
 

 

 

 

（賞与） 
第１２条 

２ 

３       

 

 

 (1)～(3) 

(4) 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休

業等に関する規程（平成１６年達示第８４号。以

下「育児・介護規程」という。）第３条の規定に

よる育児休業及び出生時育児休業（以下「育児休

業等」という。）をしている支援職員（基準日以

前６月の期間において勤務した期間がある者を

除く。） 

 (5)・(6)  

４・５ 

 

（勤務時間、休日及び休暇等） 
第１５条 （同 左） 
２ 前項ただし書の規定にかかわらず、短時間勤務

支援職員のうち、大学が特に認めた場合における

当該者（以下「特定短時間勤務支援職員」という。）

に係る勤務時間等規程の適用については、別表第

３の左欄に掲げる条の規定は、同表右欄のとおり

とする。 
 
 （育児・介護休業等） 
第１７条  （同 左） 
 
 
 
 
 
２ 育児休業等をしていた支援職員が職務に復帰し

た場合には、初任給、昇格、昇給等の基準第１４条

の規定によりその者の号俸を調整することができ

る。 

（略） 

（略） （同 左） 

（同 左） 

（略） （同 左） 
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３ （略） 
 （中 略） 
（退職一時金） 

第１９条 支援職員が退職し、又は解雇された場合

にはその者に対して、死亡による退職の場合には

その遺族に対して、退職一時金を支給する。 

２・３ （略） 
４ 第２項の勤続期間の計算においては、就業規則

第１５条の規定による休職（業務上の傷病又は通

勤による傷病による休職を除く。）の期間、同規則

第４８条第１項第３号の規定による停職の期間、

育児・介護規程第３条の規定により育児休業をし

た期間、就業規則第４６条の２の規定により自己

啓発等休業をした期間又は就業規則第４６条の３

の規定により配偶者同行休業をした期間があった

ときは、それらの期間を勤続期間から除くものと

する。 
 （中 略） 
別表第３（第１５条第２項関係） 

勤務時間等
規程の規定 

適用する規定 

  
 

第２７条 第２７条 特定短時間勤務支援

職員が、次の各号の一に該当す

る場合（第１０号及び第１１号

に掲げる場合にあっては、１週

間の勤務日の日数が２日を超

える者に限る。ただし、これら

の休暇を取得できる特定短時

間勤務支援職員の制限につい

ては、育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律（平成３年

法律第７６号）第１６条の３第

２項又は第１６条の６第２項

の規定において準用する第６

条第１項ただし書による労使

協定がある場合に限る。）には、

特別休暇を与えることがある。 
(1)～(8)（略） 

(9) 特定短時間勤務支援職員

の妻が出産する場合であっ

てその出産予定日の６週間

（多胎妊娠の場合にあって

は、１４週間）前の日から当

該出産の日後８週間を経過

する日までの期間にある場

合において、当該出産に係る

子又は小学校就学の始期に

３     （同 左） 
 
（退職一時金） 

第１９条  （同 左） 

 

 
２・３   （同 左） 
４ 第２項の勤続期間の計算においては、就業規則 
 第１５条の規定による休職（業務上の傷病又は通

勤による傷病による休職を除く。）の期間、同規則

第４８条第１項第３号の規定による停職の期間、

育児・介護規程第３条の規定により育児休業等を

した期間、就業規則第４６条の２の規定により自

己啓発等休業をした期間又は就業規則第４６条の

３の規定により配偶者同行休業をした期間があっ

たときは、それらの期間を勤続期間から除くもの

とする。 
 
別表第３（第１５条第２項関係） 

勤務時間等
規程の規定 

適用する規定 

  
 

第２７条 第２７条 （同 左） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)～(8)（同 左） 

(9) 特定短時間勤務支援職員

の妻が出産する場合であっ

てその出産予定日の６週間

（多胎妊娠の場合にあって

は、１４週間）前の日から当

該出産の日後１年間を経過

する日までの期間にある場

合において、当該出産に係る

子又は小学校就学の始期に

（略） （同 左） 
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達するまでの子（妻の子を含

む。）を養育する特定短時間

勤務支援職員が、これらの子

の養育のため勤務しないこ

とが相当であると認められ

るとき 当該期間内におけ

る５日の範囲内の期間 

(10)～(20) （略） 
  

 

別表第４（第１７条第１項関係） 
育児・介
護規程の
規定 

適用する規定 

第４条 第４条 前条第１項の規定にかか
わらず、大学は、育児・介護休業
法第６条第１項ただし書の規定
による労使協定がある場合は、次
の各号の一に該当する支援職員
からの申出は、これを拒むことが
できる。 
(1) 育児休業申出があった日か
ら起算して１年以内に退職す
ることが明らかな支援職員 

(2) １週間の所定勤務日数が２
日以下の支援職員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

達するまでの子（妻の子を含

む。）を養育する特定短時間

勤務支援職員が、これらの子

の養育のため勤務しないこ

とが相当であると認められ

るとき 当該期間内におけ

る５日の範囲内の期間 

(10)～(20) （同 左） 
  

 

別表第４（第１７条第１項関係） 
育児・介
護規程の
規定 

適用する規定 

第４条 第４条 （同 左） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 前項の規定は支援職員から出

生時育児休業の申出があった場

合について準用する。この場合

において「前条第１項」とあるの

は「前条第２項」と、「育児・介

護休業法第６条第１項ただし

書」とあるのは「育児・介護休業

法第９条の３第２項により準用

する同法第６条第１項ただし

書」と、「１年」とあるのは「８

週間」と読み替えるものとする。 
３ 前項に定めるもののほか、大

学は、支援職員からその養育す

る子について出生時育児休業申

出がなされた後に、当該出生時

育児休業申出をした日に養育し

ていた子についての当該支援職

員からの新たな出生時育児休業

申出は、これを拒むことができ

る。 
  

 

 

   附 則（令和４年達示第７８号） 
 この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

 

（略） （同 左） 

（略） （同 左） 
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国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業

規則 

（平成１７年達示第３７号） 

 （前 略） 

（年次休暇以外の休暇） 
第５４条 次の各号に掲げる場合には、有期雇用教

職員（第７号、第１０号、第１１号、第１４号及び

第１５号に掲げる場合にあっては、６月以上の契

約期間が定められている者又は６月以上継続勤務

している者に限る。）に対して当該各号に掲げる

期間の有給の休暇を与えるものとする。 
 (1)～(14) （略） 

 (15) 有期雇用教職員の妻が出産する場合であっ

てその出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合に

あっては、１４週間）前の日から当該出産の日後

８週間を経過する日までの期間にある場合にお

いて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期

に達するまでの子（妻の子を含む。）を養育する

有期雇用教職員が、これらの子の養育のため勤

務しないことが相当であると認められるとき 

当該期間内における５日の範囲内の期間 

 ２～４ （略） 

（中 略） 

第７章 育児・介護休業等 

（育児・介護休業等） 

第５８条 有期雇用教職員の育児休業、育児部分休

業、介護休業、介護部分休業、介護時間、時間外勤

務の免除・制限及び深夜勤務の制限に関し必要な

事項は、育児・介護規程を準用する（第１２条第２

項から第１４条の１０まで、第２０条の２から第

２０条の６まで、第３９条及び第４３条の６から

第４３条の９までを除く。）。この場合において、「

教職員」とあるのは「有期雇用教職員」と読み替え

るほか、別表第８の左欄に掲げる育児・介護規程の

条の規定は、同表右欄のとおりとする。 

 

 （中 略） 

別表第８ 
育児・介護

規程の規定 
適用する規定 

第３条 第３条 有期雇用教職員は、当該有期雇

用教職員の１歳に満たない子（特別養

子縁組のための試験的な養育期間に

ある子（監護期間中の子）及び養子縁

組里親として委託されている子等を

含む。第３１条を除き、以下同じ。）

を養育するために、大学に申し出るこ

とにより、当該子が１歳に達する日ま

で育児休業をすることができる。ただ

し、当該子について、既に育児休業（当

 

 

 

 

（年次休暇以外の休暇） 
第５４条  （同 左） 
 
 
 
 
 
 (1)～(14)  （同 左） 

 (15) 有期雇用教職員の妻が出産する場合であっ

てその出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合に

あっては、１４週間）前の日から当該出産の日後

１年間を経過する日までの期間にある場合にお

いて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期

に達するまでの子（妻の子を含む。）を養育する

有期雇用教職員が、これらの子の養育のため勤

務しないことが相当であると認められるとき 

当該期間内における５日の範囲内の期間 

 ２～４   （同 左） 

 

第７章 育児・介護休業等 

（育児・介護休業等） 

第５８条 有期雇用教職員の育児休業、出生時育児

休業、育児部分休業、介護休業、介護部分休業、介

護時間、時間外勤務の免除・制限及び深夜勤務の制

限に関し必要な事項は、育児・介護規程を準用する

（第１２条第２項から第１４条の１０まで、第２

０条の２から第２０条の６まで、第３９条及び第

４３条の６から第４３条の９までを除く。）。この

場合において、「教職員」とあるのは「有期雇用教

職員」と読み替えるほか、別表第８の左欄に掲げる

育児・介護規程の条の規定は、同表右欄のとおりと

する。 

 

別表第８ 
育児・介護

規程の規定 
適用する規定 

第３条 第３条 有期雇用教職員は、当該有期雇

用教職員の１歳に満たない子（特別養

子縁組のための試験的な養育期間に

ある子（監護期間中の子）及び養子縁

組里親として委託されている子等を

含む。第３１条を除き、以下同じ。）

を養育するために、大学に申し出るこ

とにより、当該子が１歳に達する日ま

で育児休業（次項に規定する出生時育

児休業を除く。以下この項において同

（同 左） 
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該育児休業に係る子の出生の日から

起算して８週間を経過する日の翌日

まで（出産予定日前に当該子が出生し

た場合にあっては当該出生の日から

当該出産予定日から起算して８週間

を経過する日の翌日までとし、出産予

定日後に当該子が出生した場合にあ

っては当該出産予定日から当該出生

の日から起算して８週間を経過する

日の翌日までとする。）の期間内に、

有期雇用教職員（国立大学法人京都大

学有期雇用教職員就業規則（平成１７

年達示第３７号。以下「有期雇用教職

員就業規則」という。）第２条に定め

る教職員のうち、有期雇用教職員就業

規則第５４条第１項第１３号に定め

る年次休暇以外の休暇を取得した者

を除いた者をいう。）が当該子を養育

するためにした最初の申出による育

児休業を除く。）をしたことがあると

きは、特別の事情がある場合を除き、

当該申出をすることができない（任期

又は期間を付して雇用される者が育

児休業をしている場合において、その

任期又は期間の終了後、任期又は期間

の更新に伴い、その初日から引き続き

申し出る場合を除く。）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

じ。）をすることができる。ただし、

当該子が１歳に達する日（以下（「１

歳到達日」という。）までの期間内に

２回の育児休業をした場合には、当該

子については特別の事情がある場合

を除き、当該申出をすることができな

い（任期又は期間を付して雇用される

者が育児休業をしている場合におい

て、その任期又は期間の終了後、任期

又は期間の更新に伴い、その初日から

引き続き申し出る場合を除く。）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 有期雇用教職員は、当該有期雇用教

職員の子について、大学に申し出るこ

とにより、当該子の出生の日から起算

して８週間を経過する日の翌日まで

（出産予定日前に当該子が出生した

場合にあっては当該出生の日から当

該出産予定日から起算して８週間を

経過する日の翌日までとし、出産予定

日後に当該子が出生した場合にあっ

ては当該出産予定日から当該出生の

日から起算して８週間を経過する日

の翌日までとする。）の期間内に４週

間を限度として有期雇用教職員（国立

大学法人京都大学有期雇用教職員就

業規則（平成１７年達示第３７号。以

下「有期雇用教職員就業規則」とい

う。）第５４条第１項第１３号に定め

る年次休暇以外の休暇を取得した者

を除く。）が当該子を養育するために

出生時育児休業をすることができる。

ただし、当該子について、既に２回の

出生時育児休業をしたことがあると
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２ 前項で定める特別の事情がある場

合は、次のとおりとする。 
(1)～(3) （略） 
(4) 育児休業の申出の際、両親が育児 

休業等により子を養育するための

計画について育児休業計画書によ

り大学に申し出た有期雇用教職員

が当該申出に係る育児休業をし、当

該育児休業の終了後、当該有期雇用

教職員の育児休業申出に係る子の

親である配偶者（以下この章及び次

章において「配偶者」という。）が３

月以上の期間にわたり当該子を常

態として養育したとき（この号の規

定に該当したことにより当該子に

ついて既に育児休業をしたことが

ある場合を除く。）。 

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入

院したこと、配偶者と別居したこと

その他の育児休業の終了時に予測

することができなかった事実が生

じたことにより当該育児休業に係

る子について、再度の育児休業をし

なければその養育に著しい支障を

生じるとき。 

 

 

 

(6)・(7) （略） 

３ 第１項に定めるもののほか、有期雇

用教職員は、その養育する１歳から１

歳６ヶ月に達するまでの子について、

有期雇用教職員又はその配偶者が当

該子が１歳に達する日（以下「１歳到

達日」という。）において育児休業を

している場合で次の各号のいずれか

に該当する場合は、大学に申し出るこ

とにより、育児休業をすることができ

る。ただし、その配偶者が当該子の１

歳到達日において育児休業をしてい

るものにあっては、次条第２項に該当

しないものに限り、当該申出をするこ

とができる。この場合において、準用

きは、当該申出をすることができない

（任期又は期間を付して雇用される

者が出生時育児休業をしている場合

において、その任期又は期間の終了

後、任期又は期間の更新に伴い、その

初日から引き続き申し出る場合を除

く。）。 
３ 第１項で定める特別の事情がある

場合は、次のとおりとする。 
(1)～(3) （同 左） 
(4) 削除 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(5) 当該有期雇用教職員の育児休業

申出に係る子の親である配偶者（以

下この章及び次章において「配偶

者」という。）が負傷又は疾病により

入院したこと、配偶者と別居したこ

とその他の育児休業の終了時に予

測することができなかった事実が

生じたことにより当該育児休業に

係る子について、再度の育児休業を

しなければその養育に著しい支障

を生じるとき。 

(6)・(7) （同 左） 

４ 第１項に定めるもののほか、有期雇

用教職員は、その養育する１歳から１

歳６ヶ月に達するまでの子について、

有期雇用教職員又はその配偶者が当

該子が１歳到達日において育児休業

をしている場合で次の各号のいずれ

かに該当する場合でかつ当該子の１

歳到達日後の期間において、この項の

規定による申出により育児休業をし

たことがない場合（第１項で定める特

別な事情がある場合には次の各号の

いずれかに該当する場合）は、大学に

申し出ることにより、育児休業をする

ことができる。ただし、その配偶者が
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後の第５条、第７条、第７条の２、第

８条及び第１０条の規定の適用に当

たっては、第５条第１項の規定中「１

月（当該子が１歳に達している場合に

あっては２週間。以下「１月等」とい

う。）」及び同条第２項の規定中「１

月等」並びに第７条第１項及び第７条

の２の規定中「１月」とあるのは「２

週間」と、第８条第３項及び第１０条

第１項の規定中「１歳」とあるのは「１

歳６ヶ月」と読み替えるものとする。 
 
 
 
 
 

 (1)・(2) （略） 
 
 
４     （略） 

第４条 第４条 
２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当該子の１歳到達日において育児休

業をしているものにあっては、次条第

２項に該当しないものに限り、当該申

出をすることができる。この場合にお

いて、準用後の第５条、第７条、第７

条の２、第８条及び第１０条の規定の

適用に当たっては、第５条第１項の規

定中「１月（当該子が１歳に達してい

る場合にあっては２週間。以下「１月

等」という。）」及び同条第２項の規

定中「１月等」並びに第７条第１項及

び第７条の２の規定中「１月」とある

のは「２週間」と、第８条第３項及び

第１０条第１項の規定中「１歳」とあ

るのは「１歳６ヶ月」と読み替えるも

のとする。 
(1)・(2) （同 左） 

 (3) 前項第１号から第３号までに掲

げる場合に該当した場合 
５     （同 左） 

第４条 第４条     
２         
３ 第１項の規定は有期雇用教職員か

ら出生時育児休業の申出があった場

合について準用する。この場合におい

て「前条第１項」とあるのは「前条第

２項」と、「育児・介護休業法第６条

第１項ただし書」とあるのは「育児・

介護休業法第９条の３第２項により

準用する同法第６条第１項ただし書」

と、「１年以内」とあるのは「８週間

以内」と読み替えるものとする。 
４ 前項に定めるもののほか、出生時育

児休業により養育する子の出生の日

（出産予定日前に当該子が出生した

場合にあっては、当該出産予定日）か

ら起算して８週間を経過する日の翌

日から６月を経過する日までに、その

労働契約が満了することが明らかな

有期雇用教職員は出生時育児休業を

することができない。 
５ 前２項に定めるもののほか、有期雇

用教職員からその養育する子につい

て出生時育児休業申出がなされた後

に、当該出生時育児休業申出をした日

に養育していた子についての当該有

期雇用教職員からの新たな出生時育

児休業申出は、これを拒むことができ

る。 

（略） （同 左） 
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第８条 第８条 育児休業の申出をした有期雇

用教職員は、育児休業開始予定日とさ

れた日（第５条第２項、同条第３項又

は第６条第２項の規定による大学の

指定があった場合にあっては、当該大

学の指定した日、第６条第１項の規定

により育児休業開始予定日が変更さ

れた場合にあっては、当該変更後の育

児休業開始予定日とされた日。第３項

及び次条において同じ。）の前日まで

に所定の申出書を大学に提出するこ

とにより、育児休業の申出を撤回する

ことができる。 
 
 
 
 
 
 
２ 前項により育児休業の申出を撤回

した場合、当該育児休業の申出に係る

子については、次の各号の一に該当す

る場合を除き、第３条第１項の規定に

かかわらず、育児休業の申出をするこ

とができない。 
 
 (1)～(5) （略） 
３ 育児休業の申出がなされた後、育児

休業開始予定日とされた日の前日ま

でに、次の各号の一に該当する場合に

は、当該育児休業の申出は、されなか

ったものとみなす。この場合において

有期雇用教職員は、大学に対して当該

事由が生じた旨を遅滞なく届出しな

ければならない。 
(1) 育児休業申出に係る子が死亡し

たとき。 
(2) 育児休業申出に係る子が養子で

ある場合における離縁又は養子縁

組の取消があったとき。 
(3) 育児休業申出に係る子が養子と

なったことその他の事情により当

該育児休業申出をした有期雇用教

職員と当該子とが同居しないこと

となったとき。 
(4) 育児休業申出に係る子が特別養

子縁組の不成立等により、第３条第

１項に定める子に該当しなくなっ

たとき。 

第８条 第８条 育児休業等の申出をした有期

雇用教職員は、育児休業等開始予定日

とされた日（第５条第２項、同条第３

項又は第６条第２項の規定による大

学の指定があった場合にあっては、当

該大学の指定した日、第６条第１項の

規定により育児休業等開始予定日が

変更された場合にあっては、当該変更

後の育児休業等開始予定日とされた

日。第３項及び次条において同じ。）

の前日までに所定の申出書を大学に

提出することにより、育児休業等の申

出を撤回することができる。 
２ 前項の規定により育児休業等の申

出を撤回した有期雇用教職員は、第３

条第１項ただし書及び第２項ただし

書の規定の適用については、当該申出

に係る育児休業等をしたものをみな

す。 
３ 第１項により第３条第４項又は第

５項の育児休業等の申出を撤回した

場合、当該育児休業の申出に係る子に

ついては、次の各号の一に該当する場

合を除き、第３条第４項及び第５項の

規定にかかわらず、育児休業の申出を

することができない。 
 (1)～(5) （同 左） 
４ 育児休業等の申出がなされた後、育

児休業等開始予定日とされた日の前

日までに、次の各号の一に該当する場

合には、当該育児休業等の申出は、さ

れなかったものとみなす。この場合に

おいて有期雇用教職員は、大学に対し

て当該事由が生じた旨を遅滞なく届

出しなければならない。 
(1) 育児休業等申出に係る子が死亡

したとき。 
(2) 育児休業等申出に係る子が養子

である場合における離縁又は養子

縁組の取消があったとき。 
(3) 育児休業等申出に係る子が養子

となったことその他の事情により

当該育児休業等申出をした有期雇

用教職員と当該子とが同居しない

こととなったとき。 
(4) 育児休業等申出に係る子が特別

養子縁組の不成立等により、第３条

第１項に定める子に該当しなくな

ったとき。 
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(5) 育児休業申出をした有期雇用教

職員が、負傷、疾病又は身体上若し

くは精神上の障害により、当該育児

休業申出に係る子が１歳に達する

までの間、当該子を養育することが

できない状態になったとき。 
 
 
 
 

第９条 第９条 育児休業を申し出た有期雇用

教職員が、育児休業をすることができ

る期間（以下「育児休業期間」という。）

は、育児休業開始予定日とされた日か

ら育児休業終了予定日とされた日（第

７条第１項の規定により変更された

場合にあってはその変更後の育児休

業終了予定日とされた日）までの間と

する。 
２ 有期雇用教職員の養育する子につ

いて、当該有期雇用教職員の配偶者が

当該子の１歳到達日以前のいずれか

の日において当該子を養育するため

に育児休業をしている場合における

第３条の規定の適用については、同条

第１項中「１歳に満たない子」とある

のは「１歳に満たない子（第９条第２

項の規定により読み替えて適用する

この項の規定により育児休業をする

場合にあっては、１歳２か月に満たな

い子）」と、第３条第３項中「又はそ

の配偶者が当該子が１歳に達する日

（以下「１歳到達日」という。）」と

あるのは「が当該子が１歳に達する日

（以下「１歳到達日」という。）（当

該有期雇用教職員が第９条第２項の

規定により読み替えて適用する第１

項の規定によりした申出に係る第９

条第１項（同条第２項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）に規

定する育児休業終了予定日とされた

日が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該育児休業終了予定

日とされた日）において育児休業をし

ている場合又は当該有期雇用教職員

の配偶者が当該子の１歳到達日（当該

配偶者が第９条第２項の規定により

読み替えて適用する第１項の規定に

よりした申出に係る第９条第１項（同

(5) 育児休業等申出をした有期雇用

教職員が、負傷、疾病又は身体上若

しくは精神上の障害により、当該育

児休業等申出に係る子が１歳に達

するまでの間（出生時育児休業にあ

っては当該育児休業等申出に係る

子の出生日から起算して８週間を

経過する日の翌日までの間）、当該

子を養育することができない状態

になったとき。 
第９条 第９条 育児休業等を申し出た有期雇

用教職員が、育児休業等をすることが

できる期間（以下「育児休業等期間」

という。）は、育児休業等開始予定日

とされた日から育児休業等終了予定

日とされた日（第７条第１項の規定に

より変更された場合にあってはその

変更後の育児休業等終了予定日とさ

れた日）までの間とする。 
２ 有期雇用教職員の養育する子につ

いて、当該有期雇用教職員の配偶者が

当該子の１歳到達日以前のいずれか

の日において当該子を養育するため

に育児休業をしている場合における

第３条の規定の適用については、同条

第１項中「１歳に満たない子」とある

のは「１歳に満たない子（第９条第２

項の規定により読み替えて適用する

この項の規定により育児休業等をす

る場合にあっては、１歳２か月に満た

ない子）」と、第３条第３項中「又は

その配偶者が当該子が１歳に達する

日（以下「１歳到達日」という。）」

とあるのは「が当該子が１歳に達する

日（以下「１歳到達日」という。）（当

該有期雇用教職員が第９条第２項の

規定により読み替えて適用する第１

項の規定によりした申出に係る第９

条第１項（同条第２項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）に規

定する育児休業等終了予定日とされ

た日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該育児休業等終了

予定日とされた日）において育児休業

等をしている場合又は当該有期雇用

教職員の配偶者が当該子の１歳到達

日（当該配偶者が第９条第２項の規定

により読み替えて適用する第１項の

規定によりした申出に係る第９条第
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条第２項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）に規定する育児

休業終了予定日とされた日が当該子

の１歳到達日後である場合にあって

は、当該育児休業終了予定日とされた

日）」と、第３条第３項ただし書中「１

歳到達日」とあるのは「１歳到達日（当

該配偶者が第９条第２項の規定によ

り読み替えて適用する第１項の規定

によりした申出に係る第９条第１項

（同条第２項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）に規定する

育児休業終了予定日とされた日が当

該子の１歳到達日後である場合にあ

っては、当該育児休業終了予定日とさ

れた日）」とする。 
 
３   （略） 

第１０条 第１０条 育児休業期間は、次の各号の

一に該当する場合には、前条の規定に

かかわらず、当該事情が生じた日（第

３号及び第５号に掲げる事情が生じ

た場合にあってはその前日）に終了す

る。 
(1) （略） 
(2) 育児休業申出に係る子が１歳に

達したとき。 
 
 
 
 
 
 
(3) 育児休業をしている有期雇用教

職員について産前の休暇又は産後

の休暇が開始されたとき。 
(4) 育児休業をしている有期雇用教

職員について当該育児休業に係る

子以外の子について育児休業が開

始されたとき。 
(5) 育児休業をしている有期雇用教

職員について新たに第３１条の規

定による介護休業が開始されたと

き。 
 
 
 

 
 

１項（同条第２項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）に規定す

る育児休業等終了予定日とされた日

が当該子の１歳到達日後である場合

にあっては、当該育児休業等終了予定

日とされた日）」と、第３条第３項た

だし書中「１歳到達日」とあるのは「１

歳到達日（当該有期雇用教職員が第９

条第２項の規定により読み替えて適

用する第１項の規定によりした申出

に係る第９条第１項（同条第２項の規

定により読み替えて適用する場合を

含む。）に規定する育児休業等終了予

定日とされた日が当該子の１歳到達

日後である場合にあっては、当該育児

休業等終了予定日とされた日）」とす

る。 
３  （同 左） 

第１０条 第１０条 育児休業等期間は、次の各号

の一に該当する場合には、前条の規定

にかかわらず、当該事情が生じた日

（第３号及び第５号に掲げる事情が

生じた場合にあってはその前日）に終

了する。 
(1) （同 左） 
(2) 育児休業等申出に係る子が１歳

に達したとき（出生時育児休業に

係る育児休業等申出にあっては、

育児休業等申出に係る子の出生の

日の翌日（出産予定日前に当該子

が出生した場合にあっては、当該

出産予定日の翌日）から起算して

８週間を経過したとき。）。 
(3) 育児休業等をしている有期雇用

教職員について産前の休暇又は産

後の休暇が開始されたとき。 
(4) 育児休業等をしている有期雇用

教職員について新たに育児休業等

が開始されたとき。 
 
(5) 育児休業等をしている有期雇用

教職員について新たに第３１条の

規定による介護休業が開始された

とき。 
２ 出生時育児休業に係る育児休業等

期間は、前項の規定のほか、出生時育

児休業申出に係る子の出生の日（出産

予定日後に当該子が出生した場合に

あっては、当該出産予定日）以後に出
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２ 育児休業をしている有期雇用教職

員は、第８条第３項各号に掲げる事由

が生じた場合には、遅滞なくその旨を

大学に届出しなければならない。 
３ （略） 

 

 

 

 

国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業

規則 

（平成１７年達示第３８号） 

（前 略） 

（年次休暇以外の休暇） 
第４６条 次の各号に掲げる場合には、時間雇用教

職員（第７号、第１１号、第１２号、第１５号及び

第１６号に掲げる場合にあっては、６月以上の契

約期間が定められている者又は６月以上継続勤務

している者（第７号に掲げる場合にあっては、１

週間の所定勤務日数が２日以下である者又は週以

外の期間によって勤務日が定められている時間雇

用教職員で１年間の勤務日が１２０日以下である

者を除き、第１１号に掲げる場合にあっては、週

以外の期間によって勤務日が定められている職員

で１年間の勤務日が４７日以下である者を除く。）

に限り、第９号に掲げる場合にあっては、別表第

３に掲げる者を除く。）に対して当該各号に掲げ

る期間の有給の休暇を与えるものとする。 
 (1)～(15) （略） 

 (16) 時間雇用教職員の妻が出産する場合であっ

てその出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあ

っては、１４週間）前の日から当該出産の日後８

週間を経過する日までの期間にある場合におい

て、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達

するまでの子（妻の子を含む。）を養育する時間

雇用教職員が、これらの子の養育のため勤務しな

いことが相当であると認められるとき 当該期

間内における５日の範囲内の期間 

 ２～４ （略） 

（中 略） 

第７章 育児・介護休業等 

（育児・介護休業等） 

第５０条 時間雇用教職員の育児休業、育児部分休

業、介護休業、介護部分休業、介護時間、時間外勤

務の免除・制限及び深夜勤務の制限に関し必要な

事項は、育児・介護規程を準用する（第１２条第２

項から第１４条の１０まで、第２０条の２から第

２０条の６まで、第３９条及び第４３条の６から

生時育児休業をする日数が２８日に

達した日に終了する。 
３ 育児休業等をしている有期雇用教

職員は、第８条第３項各号に掲げる事

由が生じた場合には、遅滞なくその旨

を大学に届出しなければならない。 
４ （同 左） 

 
   附 則（令和４年達示第７８号） 
 この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 
 

 

 

 

 

（年次休暇以外の休暇） 
第４６条  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 (1)～(15) 

 (16) 時間雇用教職員の妻が出産する場合であっ

てその出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあ

っては、１４週間）前の日から当該出産の日後１

年間を経過する日までの期間にある場合におい

て、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達

するまでの子（妻の子を含む。）を養育する時間

雇用教職員が、これらの子の養育のため勤務しな

いことが相当であると認められるとき 当該期

間内における５日の範囲内の期間 

 ２～４    （同 左） 

 

第７章 育児・介護休業等 

（育児・介護休業等） 

第５０条 時間雇用教職員の育児休業、出生時育児

休業、育児部分休業、介護休業、介護部分休業、介

護時間、時間外勤務の免除・制限及び深夜勤務の制

限に関し必要な事項は、育児・介護規程を準用する

（第１２条第２項から第１４条の１０まで、第２

０条の２から第２０条の６まで、第３９条及び第

（同 左） 
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第４３条の９までを除く。)。この場合において、

「教職員」とあるのは「時間雇用教職員」と読み替

えるほか、別表第７の左欄に掲げる育児・介護規程

の条の規定は、同表右欄のとおりとする。 

 

 （中 略） 

別表第７ 

育児・介護

規程の規定 
適用する規定 

第３条 第３条 時間雇用教職員は、当該時間雇

用教職員の１歳に満たない子（特別養

子縁組のための試験的な養育期間に

ある子（監護期間中の子）及び養子縁

組里親として委託されている子等を

含む。第３１条を除き、以下同じ。）

を養育するために、大学に申し出るこ

とにより、当該子が１歳に達する日ま

で育児休業をすることができる。ただ

し、当該子について、既に育児休業（当

該育児休業に係る子の出生の日から

起算して８週間を経過する日の翌日

まで（出産予定日前に当該子が出生し

た場合にあっては当該出生の日から

当該出産予定日から起算して８週間

を経過する日の翌日までとし、出産予

定日後に当該子が出生した場合にあ

っては当該出産予定日から当該出生

の日から起算して８週間を経過する

日の翌日までとする。）の期間内に、

時間雇用教職員（国立大学法人京都大

学時間雇用教職員就業規則（平成１７

年達示第３８号。以下「時間雇用教職

員就業規則」という。）第２条に定め

る教職員のうち、時間雇用教職員就業

規則第４６条第１項第１３号に定め

る年次休暇以外の休暇を取得した者

を除いた者をいう。）が当該子を養育

するためにした最初の申出による育

児休業を除く。）をしたことがあると

きは、特別の事情がある場合を除き、

当該申出をすることができない（任期

又は期間を付して雇用される者が育

児休業をしている場合において、その

任期又は期間の終了後、任期又は期間

の更新に伴い、その初日から引き続き

申し出る場合を除く。）。 
 
 
 
 

４３条の６から第４３条の９までを除く。)。この

場合において、「教職員」とあるのは「時間雇用教

職員」と読み替えるほか、別表第７の左欄に掲げる

育児・介護規程の条の規定は、同表右欄のとおりと

する。 

 

別表第７ 

育児・介護

規程の規定 
適用する規定 

第３条 第３条 時間雇用教職員は、当該時間雇

用教職員の１歳に満たない子（特別養

子縁組のための試験的な養育期間に

ある子（監護期間中の子）及び養子縁

組里親として委託されている子等を

含む。第３１条を除き、以下同じ。）

を養育するために、大学に申し出るこ

とにより、当該子が１歳に達する日ま

で育児休業（次項に規定する出生時育

児休業を除く。以下この項において同

じ。）をすることができる。ただし、

当該子が１歳に達する日（以下（「１

歳到達日」という。）までの期間内に

２回の育児休業をした場合には、当該

子については特別の事情がある場合

を除き、当該申出をすることができな

い（任期又は期間を付して雇用される

者が育児休業をしている場合におい

て、その任期又は期間の終了後、任期

又は期間の更新に伴い、その初日から

引き続き申し出る場合を除く。）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 時間雇用教職員は、当該時間雇用教

職員の子について、大学に申し出るこ

とにより、当該子の出生の日から起算

して８週間を経過する日の翌日まで
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２ 前項で定める特別の事情がある場

合は、次のとおりとする。 
(1)～(3) （略） 
(4) 育児休業の申出の際、両親が育児

休業等により子を養育するための

計画について育児休業計画書によ

り大学に申し出た時間雇用教職員

が当該申出に係る育児休業をし、当

該育児休業の終了後、当該時間雇用

教職員の育児休業申出に係る子の

親である配偶者(以下この章及び次

章において「配偶者」という。)が３

月以上の期間にわたり当該子を常

態として養育したとき(この号の規

定に該当したことにより当該子に

ついて既に育児休業をしたことが

ある場合を除く。)。 

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入

院したこと、配偶者と別居したこと

その他の育児休業の終了時に予測

することができなかった事実が生

じたことにより当該育児休業に係

る子について、再度の育児休業をし

なければその養育に著しい支障を

生じるとき。 

（出産予定日前に当該子が出生した

場合にあっては当該出生の日から当

該出産予定日から起算して８週間を

経過する日の翌日までとし、出産予定

日後に当該子が出生した場合にあっ

ては当該出産予定日から当該出生の

日から起算して８週間を経過する日

の翌日までとする。）の期間内に４週

間を限度として時間雇用教職員（国立

大学法人京都大学時間雇用教職員就

業規則（平成１７年達示第３８号。以

下、「時間雇用教職員就業規則」とい

う。）第４６条第１項第１４号に定め

る年次休暇以外の休暇を取得した者

を除く。）が当該子を養育するために

出生時育児休業をすることができる。

ただし、当該子について、既に２回の

出生時育児休業をしたことがあると

きは、当該申出をすることができない

（任期又は期間を付して雇用される

者が出生時育児休業をしている場合

において、その任期又は期間の終了

後、任期又は期間の更新に伴い、その

初日から引き続き申し出る場合を除

く。）。 
３ 第１項で定める特別の事情がある

場合は、次のとおりとする。 
(1)～(3) （同 左） 
(4) 削除 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 当該時間雇用教職員の育児休業

申出に係る子の配偶者(以下この章

及び次章において「配偶者」とい

う。)が負傷又は疾病により入院し

たこと、配偶者と別居したことその

他の育児休業の終了時に予測する

ことができなかった事実が生じた

ことにより当該育児休業に係る子
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(6)～(7) （略） 

３ 第１項に定めるもののほか、時間雇

用教職員は、その養育する１歳から１

歳６ヶ月に達するまでの子について、

時間雇用教職員又はその配偶者が当

該子が１歳に達する日（以下「１歳到

達日」という。）において育児休業を

している場合で次の各号のいずれか

に該当する場合は、大学に申し出るこ

とにより、育児休業をすることができ

る。ただし、その配偶者が当該子の１

歳到達日において育児休業をしてい

るものにあっては、次条第２項に該当

しないものに限り、当該申出をするこ

とができる。この場合において、準用

後の第５条、第７条、第７条の２、第

８条及び第１０条の規定の適用に当

たっては、第５条第１項の規定中「１

月（当該子が１歳に達している場合に

あっては２週間。以下「１月等」とい

う。）」及び同条第２項の規定中「１

月等」並びに第７条第１項及び第７条

の２の規定中「１月」とあるのは「２

週間」と、第８条第３項及び第１０条

第１項の規定中「１歳」とあるのは「１

歳６ヶ月」と読み替えるものとする。

 
 
 
 
 
 
 (1)・(2) （略） 
 
 
４        （略） 

第４条 第４条 
２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

について、再度の育児休業をしなけ

ればその養育に著しい支障を生じ

るとき。  
(6)～(7) （同左） 

４ 第１項に定めるもののほか、時間雇

用教職員は、その養育する１歳から１

歳６ヶ月に達するまでの子について、

時間雇用教職員又はその配偶者が当

該子が１歳到達日において育児休業

をしている場合で次の各号のいずれ

かに該当する場合で、かつ、当該子の

１歳到達日後の期間において、この項

の規定による申出により育児休業を

したことがない場合（第１項で定める

特別な事情がある場合には次の各号

のいずれかに該当する場合）は、大学

に申し出ることにより、育児休業をす

ることができる。ただし、その配偶者

が当該子の１歳到達日において育児

休業をしているものにあっては、次条

第２項に該当しないものに限り、当該

申出をすることができる。この場合に

おいて、準用後の第５条、第７条、第

７条の２、第８条及び第１０条の規定

の適用に当たっては、第５条第１項の

規定中「１月（当該子が１歳に達して

いる場合にあっては２週間。以下「１

月等」という。）」及び同条第２項の

規定中「１月等」並びに第７条第１項

及び第７条の２の規定中「１月」とあ

るのは「２週間」と、第８条第３項及

び第１０条第１項の規定中「１歳」と

あるのは「１歳６ヶ月」と読み替える

ものとする。 
(1)・(2) （同 左） 

 (3) 前項第１号から第３号までに掲

げる場合に該当した場合 
５     （同 左） 

第４条 第４条 
２ 
３ 第１項の規定は時間雇用教職員か

ら出生時育児休業の申出があった場

合について準用する。この場合におい

て「前条第１項」とあるのは「前条第

２項」と、「育児・介護休業法第６条

第１項ただし書」とあるのは「育児・

介護休業法第９条の３第２項により

準用する同法第６条第１項ただし書」

と、「１年以内」とあるのは「８週間

（略） （同 左） 
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第８条 第８条 育児休業の申出をした時間雇

用教職員は、育児休業開始予定日とさ

れた日（第５条第２項、同条第３項又

は第６条第２項の規定による大学の

指定があった場合にあっては、当該大

学の指定した日、第６条第１項の規定

により育児休業開始予定日が変更さ

れた場合にあっては、当該変更後の育

児休業開始予定日とされた日。第３項

及び次条において同じ。）の前日まで

に所定の申出書を大学に提出するこ

とにより、育児休業の申出を撤回する

ことができる。 
 
 
 
 
 
 
２ 前項により育児休業の申出を撤回

した場合、当該育児休業の申出に係る

子については、次の各号の一に該当す

る場合を除き、第３条第１項の規定に

かかわらず、育児休業の申出をするこ

とができない。 
 
 (1)～(5) （略） 
３ 育児休業の申出がなされた後、育児

休業開始予定日とされた日の前日ま

でに、次の各号の一に該当する場合に

は、当該育児休業の申出は、されなか

以内」と読み替えるものとする。 
４ 前１項に定めるもののほか、出生時

育児休業により養育する子の出生の

日（出産予定日前に当該子が出生した

場合にあっては、当該出産予定日）か

ら起算して８週間を経過する日の翌

日から６月を経過する日までに、その

労働契約が満了することが明らかな

時間雇用教職員は出生時育児休業を

することができない。 
５ 前２項に定めるもののほか、時間雇

用教職員からその養育する子につい

て出生時育児休業申出がなされた後

に、当該出生時育児休業申出をした日

に養育していた子についての当該時

間雇用教職員からの新たな出生時育

児休業申出は、これを拒むことができ

る。 
第８条 第８条 育児休業等の申出をした時間

雇用教職員は、育児休業等開始予定日

とされた日（第５条第２項、同条第３

項又は第６条第２項の規定による大

学の指定があった場合にあっては、当

該大学の指定した日、第６条第１項の

規定により育児休業等開始予定日が

変更された場合にあっては、当該変更

後の育児休業等開始予定日とされた

日。第３項及び次条において同じ。）

の前日までに所定の申出書を大学に

提出することにより、育児休業等の申

出を撤回することができる。 
２ 前項の規定により育児休業等の申

出を撤回した有期雇用教職員は、第３

条第１項ただし書及び第２項ただし

書の規定の適用については、当該申出

に係る育児休業等をしたものをみな

す。 
３ 第１項により第３条第４項又は第

４項の育児休業等の申出を撤回した

場合、当該育児休業等の申出に係る子

については、次の各号の一に該当する

場合を除き、第３条第４項及び第５項

の規定にかかわらず、育児休業等の申

出をすることができない。 
 (1)～(5) （同 左） 
４ 育児休業等の申出がなされた後、育

児休業等開始予定日とされた日の前

日までに、次の各号の一に該当する場

合には、当該育児休業等の申出は、さ
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ったものとみなす。この場合において

時間雇用教職員は、大学に対して当該

事由が生じた旨を遅滞なく届出しな

ければならない。 
(1) 育児休業申出に係る子が死亡し

たとき。 
(2) 育児休業申出に係る子が養子で

ある場合における離縁又は養子縁

組の取消があったとき。 
(3) 育児休業申出に係る子が養子と

なったことその他の事情により当

該育児休業申出をした時間雇用教

職員と当該子とが同居しないこと

となったとき。 
(4) 育児休業申出に係る子が特別養

子縁組の不成立等により、第３条第

１項に定める子に該当しなくなっ

たとき。 
(5) 育児休業申出をした時間雇用教

職員が、負傷、疾病又は身体上若し

くは精神上の障害により、当該育児

休業申出に係る子が１歳に達する

までの間、当該子を養育することが

できない状態になったとき。 
 
 
 
 

第９条 第９条 育児休業を申し出た時間雇用

教職員が、育児休業をすることができ

る期間（以下「育児休業期間」という。）

は、育児休業開始予定日とされた日か

ら育児休業終了予定日とされた日（第

７条第１項の規定により変更された

場合にあってはその変更後の育児休

業終了予定日とされた日）までの間と

する。 
２ 時間雇用教職員の養育する子につ

いて、当該時間雇用教職員の配偶者が

当該子の１歳到達日以前のいずれか

の日において当該子を養育するため

に育児休業をしている場合における

第３条の規定の適用については、同条

第１項中「１歳に満たない子」とある

のは「１歳に満たない子（第９条第２

項の規定により読み替えて適用する

この項の規定により育児休業をする

場合にあっては、１歳２か月に満たな

い子）」と、第３条第３項中「又はそ

れなかったものとみなす。この場合に

おいて時間雇用教職員は、大学に対し

て当該事由が生じた旨を遅滞なく届

出しなければならない。 
(1) 育児休業等申出に係る子が死亡

したとき。 
(2) 育児休業等申出に係る子が養子

である場合における離縁又は養子

縁組の取消があったとき。 
(3) 育児休業等申出に係る子が養子

となったことその他の事情により

当該育児休業等申出をした時間雇

用教職員と当該子とが同居しない

こととなったとき。 
(4) 育児休業等申出に係る子が特別

養子縁組の不成立等により、第３条

第１項に定める子に該当しなくな

ったとき。 
(5) 育児休業等申出をした時間雇用

教職員が、負傷、疾病又は身体上若

しくは精神上の障害により、当該育

児休業等申出に係る子が１歳に達

するまでの間（出生時育児休業にあ

っては当該育児休業等申出に係る

子の出生日から起算して８週間を

経過する日の翌日までの間）、当該

子を養育することができない状態

になったとき。 
第９条 第９条 育児休業等を申し出た時間雇

用教職員が、育児休業等をすることが

できる期間（以下「育児休業等期間」

という。）は、育児休業等開始予定日

とされた日から育児休業等終了予定

日とされた日（第７条第１項の規定に

より変更された場合にあってはその

変更後の育児休業等終了予定日とさ

れた日）までの間とする。 
２ 時間雇用教職員の養育する子につ

いて、当該時間雇用教職員の配偶者が

当該子の１歳到達日以前のいずれか

の日において当該子を養育するため

に育児休業等をしている場合におけ

る第３条の規定の適用については、同

条第１項中「１歳に満たない子」とあ

るのは「１歳に満たない子（第９条第

２項の規定により読み替えて適用す

るこの項の規定により育児休業等を

する場合にあっては、１歳２か月に満

たない子）」と、第３条第３項中「又
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の配偶者が当該子が１歳に達する日

（以下「１歳到達日」という。）」と

あるのは「が当該子が１歳に達する日

（以下「１歳到達日」という。）（当

該時間雇用教職員が第９条第２項の

規定により読み替えて適用する第１

項の規定によりした申出に係る第９

条第１項（同条第２項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）に規

定する育児休業終了予定日とされた

日が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該育児休業終了予定

日とされた日）において育児休業をし

ている場合又は当該時間雇用教職員

の配偶者が当該子の１歳到達日（当該

配偶者が第９条第２項の規定により

読み替えて適用する第１項の規定に

よりした申出に係る第９条第１項（同

条第２項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）に規定する育児

休業終了予定日とされた日が当該子

の１歳到達日後である場合にあって

は、当該育児休業終了予定日とされた

日）」と、第３条第３項ただし書中「１

歳到達日」とあるのは「１歳到達日（当

該配偶者が第９条第２項の規定によ

り読み替えて適用する第１項の規定

によりした申出に係る第９条第１項

（同条第２項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）に規定する

育児休業終了予定日とされた日が当

該子の１歳到達日後である場合にあ

っては、当該育児休業終了予定日とさ

れた日）」とする。 
 
３ （略） 

第１０条 第１０条 育児休業期間は、次の各号の

一に該当する場合には、前条の規定に

かかわらず、当該事情が生じた日（第

３号及び第５号に掲げる事情が生じ

た場合にあってはその前日）に終了す

る。 
(1) （略） 
(2) 育児休業申出に係る子が１歳に

達したとき。 
 
 
 
 

はその配偶者が当該子が１歳に達す

る日（以下「１歳到達日」という。）」

とあるのは「が当該子が１歳に達する

日（以下「１歳到達日」という。）（当

該時間雇用教職員が第９条第２項の

規定により読み替えて適用する第１

項の規定によりした申出に係る第９

条第１項（同条第２項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）に規

定する育児休業等終了予定日とされ

た日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該育児休業等終了

予定日とされた日）において育児休業

等をしている場合又は当該時間雇用

教職員の配偶者が当該子の１歳到達

日（当該配偶者が第９条第２項の規定

により読み替えて適用する第１項の

規定によりした申出に係る第９条第

１項（同条第２項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）に規定す

る育児休業等終了予定日とされた日

が当該子の１歳到達日後である場合

にあっては、当該育児休業等終了予定

日とされた日）」と、第３条第３項た

だし書中「１歳到達日」とあるのは「１

歳到達日（当該時間雇用教職員が第９

条第２項の規定により読み替えて適

用する第１項の規定によりした申出

に係る第９条第１項（同条第２項の規

定により読み替えて適用する場合を

含む。）に規定する育児休業等終了予

定日とされた日が当該子の１歳到達

日後である場合にあっては、当該育児

休業等終了予定日とされた日）」とす

る。 
３ （同 左） 

第１０条 第１０条 育児休業等期間は、次の各号

の一に該当する場合には、前条の規定

にかかわらず、当該事情が生じた日

（第３号及び第５号に掲げる事情が

生じた場合にあってはその前日）に終

了する。 
(1)（同 左） 
(2) 育児休業等申出に係る子が１歳

に達したとき（出生時育児休業に係

る育児休業等申出にあっては、育児

休業等申出に係る子の出生の日の

翌日（出産予定日前に当該子が出生

した場合にあっては、当該出産予定



20 
 

 
 
(3) 育児休業をしている時間雇用教

職員について産前の休暇又は産後

の休暇が開始されたとき。 
(4) 育児休業をしている時間雇用教

職員について当該育児休業に係る

子以外の子について育児休業が開

始されたとき。 
(5) 育児休業をしている時間雇用教

職員について新たに第３１条の規

定による介護休業が開始されたと

き。 
 
 
 

 
 
 
 
２ 育児休業をしている時間雇用教職

員は、第８条第３項各号に掲げる事由

が生じた場合には、遅滞なくその旨を

大学に届出しなければならない。 
３ （略） 

 

日の翌日）から起算して８週間を経

過したとき。）。 
(3)  育児休業等をしている時間雇用

教職員について産前の休暇又は産

後の休暇が開始されたとき。 
(4) 育児休業等をしている時間雇用

教職員について新たに育児休業等

が開始されたとき。 
 
(5) 育児休業等をしている時間雇用

教職員について新たに第３１条の

規定による介護休業が開始された

とき。 
２ 出生時育児休業に係る育児休業等

期間は、前項の規定のほか、出生時育

児休業申出に係る子の出生の日（出産

予定日後に当該子が出生した場合に

あっては、当該出産予定日）以後に出

生時育児休業をする日数が２８日に

達した日に終了する。 
３ 育児休業等をしている時間雇用教

職員は、第８条第３項各号に掲げる事

由が生じた場合には、遅滞なくその旨

を大学に届出しなければならない。 
４ （同 左） 

   附 則（令和４年達示第７８号） 
 この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 
  


